
 

議 案 頁 数 

５２号 １ 

 

議案第５２号 

 

 

 

守谷市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

守谷市公営企業の設置等に関する条例（平成１６年守谷市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号中「６８，２４０人」を「７０，１４０人」に改め，同

項第３号中「２４，２００立方メートル」を「２１，４４０立方メートル」に

改める。 

附 則 

この条例は，令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 ６ 月 ５ 日 提  出 

 

 

守谷市長 松 丸 修 久   

 

 

令和 年  月  日 原案 決 

 

 

 

 



 

議 案 頁 数 

５２号 ２ 

 

提案理由（議案第５２号） 

 

 

提案の理由を申し上げます。 

本案は，水需要予測の見直しに伴う水道事業計画の変更に合わせて，条例に

定める水道事業の給水人口及び給水量を変更するものです。 

よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 

 

 



 

 

５
２
号
 

議
 
案
 

３
 

頁
 
数
 

守谷市公営企業の設置等に関する条例新旧対照表 

改  正 現  行 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 水道事業の給水区域等については，次に掲げるとお

りとする。 

２ 水道事業の給水区域等については，次に掲げるとお

りとする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）給水人口 ７０，１４０人 （２）給水人口 ６８，２４０人 

（３）１日最大給水量 ２１，４４０立方メートル （３）１日最大給水量 ２４，２００立方メートル 
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